
にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金交付要綱 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、にいがた２ｋｍにおける新たな魅力の向上又は市内８区との連携促

進に寄与する事業等に対し、その費用の一部を補助するにいがた２ｋｍ魅力創造・８区

連携支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、新潟市補助金等交付規則（

平成１６年新潟市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

（１） にいがた２ｋｍ 新潟駅周辺、万代、万代島及び古町をつなぐ都心軸周辺エリ

アをいう。  

（２） 申請者 補助金の交付を受けようとする法人又は個人事業主（所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第２２９条の規定による開業等の届出をした者に限る。以下同

じ。）で、市税を完納しているものをいう。  

（補助対象事業）  

第３条 補助対象事業は、にいがた２ｋｍ又は市内８区の地域資源、技術等を活かした新

たなコンテンツ創造又は仕組みの構築を行うことによりビジネス、賑わいの創出等に資

する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。  

（１）  新潟駅・万代地区周辺将来ビジョン、万代島地区将来ビジョン又は古町地区将  

来ビジョンの具現化に寄与する事業  

（２） にいがた２ｋｍと連携して市内８区の魅力創造に寄与する事業  

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業  

２ 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。  

（１） 宗教、政治及び選挙活動が含まれる事業並びに公共の福祉に反する事業でない



こと。  

（２） 行政庁等の許可、認可等が必要な場合は、当該許可、認可等を受けられること

が確実に見込まれること。  

（補助対象経費）  

第４条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接要する経費のうち、別表に定めるも

のとする。ただし、当該補助対象事業の用に使用したことが明確でない経費及び領収書

等により支払ったことを明確に確認することができない経費は、除くものとする。  

２ 国、県、市その他これらに準ずる団体から補助金に類するものの交付を受けている経

費及び他の者から受託して行っている事業等に係る経費は、補助対象経費から除くもの

とする。  

（補助金の額等）  

第５条 補助金の補助率は、補助対象経費の２分の１とし、補助金の上限額は、２００万

円とする。ただし、にいがた２ｋｍ・８区連携オープンイノベーション推進事業（にい

がた２ｋｍと８区の連携をさらに推進し、国内外から稼げる事業を創造することを目的

に、多様な主体が繋がり・共創するオープンイノベーションを実施するとともに、創出

された民間事業を支援する事業をいう。）を活用して創造された事業については、補助

金の補助率は、補助対象経費の３分の２とし、補助金の上限額は、５００万円とする。  

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（交付の申請）  

第６条 申請者は、補助対象事業に着手する前に、あらかじめ別記様式第１号による補助

金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

（１） 事業計画書  

（２） 収支予算書  

（３） 登記事項証明書（個人事業主の場合は、所轄税務署の収受印又は電子申請の受

付刻印がある個人事業の開業・廃業等届出書の写し）  



（４） 申請者が新潟市に対して納税義務を負う場合は、新潟市税の納税証明書  

（５） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類  

２ 申請者は、前項の規定による補助金の交付申請をするにあたっては、補助対象経費に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに

係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）の規定により地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下「

消費税仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時

において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。  

（交付決定及び通知）  

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出を受けた場合は、これを審査し、

補助金を交付するか否かを決定するものとする。  

２ 前項の規定による審査の結果、補助金の交付を決定したときはその決定内容を、補助

金の不交付を決定したときはその旨を、別記様式第２号による補助金交付（不交付）決

定通知書により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため

に必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。  

（計画の変更）  

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助対象事業に係る申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記様式第３

号による補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただ

し、次の各号のいずれにも該当する軽微な変更の場合は、この限りでない。  

（１） 事業計画又は補助事業の内容を実質的に変更するものでなく、その細部を変更

するもの  

（２） 補助金の額に変更が生じないもの  



２ 市長は、前項の規定による補助金変更承認申請書の提出を受けた場合は、その内容を

審査し、適当と認めるときは変更決定を行い、別記様式第４号による補助金交付決定変

更通知書により補助事業者に通知するものとする。  

（補助対象事業の廃止） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、別記様式第５号による

補助金廃止申請書を市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合は、これを審査し、その廃止を

決定したときは、補助金の交付の決定を取り消し、その旨を別記様式第６号による補助

金廃止承認・交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。  

（実績報告）  

第１０条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から３０日以内又は補助金交付年度

の２月末日のいずれか早い日までに、別記様式第７号による補助金実績報告書に次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

（１） 事業報告書  

（２） 収支決算書  

（３） 補助対象事業に要した費用の領収書の写し  

（４） 前３号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類  

２ 補助事業者は、前項の規定による実績報告を行うにあたっては、補助対象経費に係る

消費税仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなけ

ればならない。ただし、実績報告時に消費税仕入控除税額が確定していない場合は、確

定後、別記様式第８号による補助金に係る消費税額の額の確定に伴う報告書により速や

かに市長に報告しなければならない。  

（補助金の交付）  

第１１条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、報告内容

の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付決定をした額の範



囲内において補助金の額を確定し、その旨を別記様式第９号による補助金確定通知書に

より補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。  

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第１２条 市長は、第１０条第２項の規定による規定する報告があった場合は、期限を定

めて補助対象経費に係る消費税仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ず

るものとする。  

（財産の処分の制限）  

第１３条 規則第２０条に規定するその他市長が指定する財産は、補助対象事業により取

得した価格が３万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の備品とする。  

２ 規則第２０条に規定する耐用年数を勘案して市長が定める期間は、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）の定めるところによる。  

３ 規則第２０条の規定は、補助対象事業者があらかじめ市長の承認を受けた日又は補助

対象事業が完了した日の属する市の会計年度の初日から起算して前項に規定する期間を

経過した日のいずれか早い日を経過したときは適用しない。  

４ 規則第２０条の規定により市長の承認を受けようとする場合は、あらかじめ別記様式

第１０号による補助金に係る取得財産の処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受

けなければならない。  

（選定委員会）  

第１４条 市長は、公平かつ公正に補助事業者を選定するため、にいがた２ｋｍ魅力創

造・８区連携支援補助金選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置くことができ

る。  

２ 選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。  

（その他）  

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別

に定める。  



附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和５年５月２９日から施行する。  

 （新潟市古町地区魅力創造支援補助金交付要綱の廃止）  

２ 新潟市古町地区魅力創造支援補助金交付要綱（令和３年５月１９日制定）は、廃止

する。  

（要綱の失効）  

３ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。  

附 則  

この要綱は、令和６年６月３日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。  

 



別表（第４条関係）  

経費区分  対象経費の説明  

謝礼  専門家（アドバイザー、講師等）の招へいにかかる謝礼  

旅費  専門家（アドバイザー、講師等）の招へいにかかる旅費及び販路開

拓等のための旅費  

消耗品費  補助対象事業の用に使用したことが明確で、その金額が特定できる

物品（取得価格が１品につき３万円未満のものに限る。）の購入に

かかる経費（当該事業のみに使用されるものに限る。）  

役務費  補助対象事業の実施に必要な通信料及び郵便料 

委託料  補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないもの

について、他の事業者に行わせるために必要な経費  

使用料  

及び賃借料  

補助対象事業の実施に必要な機器、設備等のリース料及びレンタル

料（当該事業のみに使用されるものに限る。） 

備品購入費  取得価格が１品につき３万円以上の物品購入にかかる経費（当該事

業のみに使用されるものに限る。）  

開発人件費  補助対象事業の実施に必要な製品、サービス、システム、ソフトウ

ェア等の開発に要する人件費  

その他市長が必

要と認めるもの  

補助対象事業の実施に必要な経費で、市長が必要かつ適切と認めた

経費  

 



 

別記様式第１号（第６条関係） 

 

 年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

 

（申請者） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名   

 

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金交付申請書 

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

 

記 

 

１ 事業の目的及び内容 

 

２ 補助対象経費                  円 

 

３ 交付申請額                    円 

 

４ 事業の着手（予定）年月日      年  月  日 

 

５ 事業の完了（予定）年月日      年  月  日 

 

６ 情報の公表の内容，方法及び時期 

 

 

７ 添付書類 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）登記事項証明書（個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し） 

（４）申請書が新潟市に対して納税義務を負う場合は、新潟市税の納税証明書 

（５）前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

 

 



 

別記様式第２号（第７条関係） 

 

 

   年   月   日 

 

         様 

新潟市長          印 

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

     年   月   日付で申請のあったにいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助

金について、次のとおり交付（不交付）を決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定の内容（不交付決定の場合はその理由） 

 

交 付 決 定 額 

（不交付の理由） 
 

 

 

 

２ 交付条件 

 



 

別記様式第３号（第８条関係） 

 

 

 年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

 

（申請者） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名   

 

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金変更承認申請書 

 

   年  月  日付    第     号の  で交付決定のあったにいがた２ｋｍ

魅力創造・８区連携支援補助金について、次のとおり変更したいので、次のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更の内容 

変更前 変更後 

  

 

２ 変更の理由 

 

 

３ 変更予定年月日      年  月  日 

 



 

別記様式第４号（第８条関係） 

 

 

   年   月   日 

 

         様 

新潟市長          印 

 

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金交付決定変更通知書 

 

 

   年  月  日付    第     号の  で交付決定のあったにいがた２ｋｍ

魅力創造・８区連携支援補助金について、次のとおり交付の決定を変更したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額                 円 

 

２ 変更交付決定額               円 

 

３ 変更の内容 

変更前 変更後 

  

 

４ 変更の理由 

 

 

５ 変更決定年月日      年  月  日 

 



 

別記様式第５号（第９条関係） 

 

 

 年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

 

（申請者） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名   

 

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金廃止申請書 

 

 

   年  月  日付    第     号の  で交付決定のあったにいがた２ｋｍ

魅力創造・８区連携支援補助金について、次のとおり補助事業を廃止したいので申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 廃止の理由



 

別記様式第６号（第９条関係） 

 

 

   年   月   日 

 

         様 

新潟市長          印 

 

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金廃止承認・交付決定取消通知書 

 

 

   年  月  日付で申請のあったにいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金廃止申

請書について、その廃止を承認し、次のとおり交付の決定を取り消したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 廃止の理由 

 

２ 交付決定額                円 

 

３ 交付決定取消額              円 

 



 

別記様式第７号（第１０条関係）    （表） 

 

 年  月  日 

（宛先）新潟市長 

（補助事業者） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名   

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金実績報告書 

 

   年  月  日付    第     号の  で交付決定のあったにいがた２ｋｍ

魅力創造・８区連携支援補助金について、補助事業が完了したので次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 交付決定額及び精算額 

 ・交付決定額                円 

 

・精算額 

項目 補助対象経費 交付申請額・精算額 

交付申請 円 円 

実績報告 円 円 

 

２ 事業の完了年月日 

     年  月  日 

 

３ 事業の成果 

 

 

４ 事業の精算に係る収支明細 

 

５ 消費税仕入控除税額の取り扱い 

 次のアからウまでのいずれかに○を付け、ウの場合は積算を記入すること。 

 ア 交付申請時に消費税仕入控除税額を減額して交付申請を行った。 

 イ 課税事業者となっていない又は消費税仕入控除税額が確定していないので、実績額か 

ら当該補助金に係る消費税仕入控除税額は減額していない。 

 ウ 実績報告時に消費税仕入控除税額が確定したので、実績額から当該補助金に係る消費 

税仕入控除税額を減額した。  

（積算） 

 補 助 金 実 績 額（Ａ）          円 

 当該補助金に係る 

 消費税仕入控除税額（Ｂ）          円 

 （Ａ）－（Ｂ）               円 



 

                 （裏） 

６ 情報の公表の状況 

 

７ 添付書類 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）補助対象事業に要した費用の領収書の写し 

（４）前３号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 



 

別記様式第８号（第１０条関係） 

 

 年  月  日 

（宛先）新潟市長 

 

（補助事業者） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名   

 
 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金に係る消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

 

消費税法上の消費税額が確定したので、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金額（市長が確定通知書により通知した額）            円 

 

２ 補助金の確定時における消費税仕入控除税額              円 

 

３ 消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税仕入控除税額         円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）                     円 

 

 

 

 

 

（注） 別紙として積算の内訳を添付すること。 



 

別記様式第９号（第１１条関係） 

 

               

   年   月   日 

 

          様 

新潟市長          印 

 

 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金確定通知書 

 

 

     年   月   日付で実績報告のあったにいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援

補助金について、次のとおり確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

交 付 決 定 額                       円 

交 付 済 額                       円 

確 定 額                       円 

 

 

 



 

別記様式第１０号（第１３条関係） 

 

 年  月  日 

（宛先）新潟市長 

 

（補助事業者） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名   

 
 

にいがた２ｋｍ魅力創造・８区連携支援補助金に係る取得財産の処分承認申請書 

 

 

   年  月  日付    第     号の  で交付決定のあったにいがた２ｋｍ

魅力創造・８区連携支援補助金について、取得した財産を下記のとおり処分したいので、次の

とおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 取得効用増加財産の品目及び取得効用増加年月日 

 

 

２ 取得効用増加価格及び時価 

 

 

３ 処分の方法 

 

 

４ 処分の理由 

 


